
奈良県マスコットキャラクターせんとくん使用の申請手続
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奈良県申請・使用承認申請書様式第１号の１（有償）様式第１号の２（無償）・企業等のパンフレット・直近３年間の決算書等 使用承認審査 不承認通知書（様式第３号）使用承認書（様式第２号）デザインガイドラインを交付デザイン承認申請書（様式第４号）試作品等 デザイン審査承認通知契約様式第５号（有償）
デザイン修正

使用料及び証紙代の支払い（有償） 証紙交付（有償）商品等の製造完成品 承認販売開始

デザイン修正商品等の試作完成見本製造・販売等開始
使用承認審査デザイン審査 不承認通知書（様式第３号）使用承認書（様式第２号）

承認
【改正後の主な変更点】①使用承認申請書様式を統一※決算報告書提出要件廃止②デザイン承認申請手続きを廃止し、デザイン審査は使用承認申請時にあわせて提出いただくデザイン案により審査③商標権の使用設定契約（様式第５号）やそれに伴う支払、証紙交付等の手続きは廃止※完成見本（サンプル品）あるいはそれに代わる写真等の提出・確認は継続して実施

申請・使用承認申請書（様式第１号）・企業等のパンフレット・企画書、デザイン案


